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(54)【発明の名称】 超音波振動子駆動モータ装置とそれを使用した超音波診断装置

(57)【要約】        （修正有）
【課題】  超音波振動子駆動モータの３次元化する装置
と診断装置の３次元化を目的とする。
【解決手段】  超音波振動子１、２を駆動揺動するモー
タ３を超音波プローブに内蔵し、超音波振動子を駆動モ
ータのロータフレームの外周部に取り付けて、駆動モー
タの駆動軸に対して、回転させた超音波振動子のビーム
軌道平面が形成され、さらに、駆動モータの駆動軸を軸
受カラーを介して支承するベースハウジング４が、軌道
平面に対して駆動軸を通って垂直な平面上を、ベースハ
ウジングが揺動し、３次元化駆動機構装置として３次元
超音波診断装置が得られる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  超音波振動子と超音波伝播媒質とを内包
し、超音波透過性を有する窓材からなるウインドウケー
スと上記超音波振動子を駆動させる駆動モータとを具備
した超音波プローブにおいて、超音波振動子を駆動モー
タのロータフレームの外周部に取り付けて、駆動モータ
の駆動軸に対して、回転させた超音波振動子のビーム軌
道平面（軌道平面ａとする）が形成され、さらに、駆動
モータの駆動軸を軸受カラーを介して支承するベースハ
ウジングが、前記軌道平面ａに対して駆動軸を通って垂
直な平面上を、前記ベースハウジングが揺動することが
でき、前記ベースハウジングの軸支承するための支柱部
が構成され、その支柱部には軸を支承するための円筒部
とその円筒部に繋がった平行な開口部があり、その開口
部は外部に繋がっていて、前記軸受カラーには平行な２
平面でカットされた切欠き面のある円筒部が形成されて
いて、駆動モータを装着する際にはその開口部から軸受
カラーの切欠き部を挿入し、支柱部の円筒部まで挿入
し、その後軸受カラーの円筒部を回転させて軸受カラー
が支柱部から抜けないようにしたことが特徴の軸受カラ
ーを構成部材にもつ超音波振動子駆動モータ装置。
【請求項２】  駆動モータの駆動軸を軸受カラーを介し
て支承するベースハウジングの支柱部がベースハウジン
グの２ヶ所に構成されていて、その２ヶ所の支柱部には
さまれた箇所に駆動モータが構成されたことを特徴とす
る請求項１記載の超音波振動子駆動モータ装置。
【請求項３】  駆動モータの駆動軸を軸受カラーを介し
て支承するベースハウジングの支柱部がベースハウジン
グの２ヶ所に構成されていて、その２ヶ所の支柱部は平
行に配置され、駆動モータの両側に構成されて、中央部
のベースハウジングよりも幅寸法を小さくし、ウインド
ウケース近傍に配置され、この支柱部で駆動モータを両
持ち支持したことを特徴とする請求項１、２記載の超音
波振動子駆動モータ装置。
【請求項４】  駆動モータの駆動軸を軸受カラーを介し
て支承するベースハウジングの支柱部がベースハウジン
グの２ヶ所に構成されていて、その２ヶ所の支柱部は平
行に配置され、駆動モータの両側に構成されて、駆動軸
と軸受カラーとベースハウジングとは接着剤で固定した
ことを特徴とする請求項１、２、３記載の超音波振動子
駆動モータ装置。
【請求項５】  駆動モータの駆動軸を軸受カラーを介し
て支承するベースハウジングの支柱部がベースハウジン
グの２ヶ所に構成されていて、その２ヶ所の支柱部は平
行に配置され、駆動モータの両側に構成されて、軸受カ
ラーには支柱部の円筒部径よりも大きなフランジ部があ
り、そのフランジ部はベースハウジングの支柱部の内側
に当接して取り付けられていることを特徴とする請求項
１記載の超音波振動子駆動モータ装置。
【請求項６】  超音波振動子と超音波伝播媒質とを内包
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し、超音波透過性を有する窓材からなるウインドウケー
スと上記超音波振動子を駆動させる駆動モータとを具備
した超音波プローブにおいて、超音波振動子を駆動モー
タのロータフレームの外周部に取り付けて、駆動モータ
の駆動軸に対して、回転させた超音波振動子のビーム軌
道平面（軌道平面ａとする）が形成され、さらに駆動モ
ータの駆動軸を軸受カラーを介して支承するベースハウ
ジングが前記軌道平面ａに対して駆動軸を通って垂直な
平面上を、前記ベースハウジングが揺動することがで
き、前記ベースハウジングには駆動軸を支承するための
支柱部が構成され、その支柱部には駆動軸を支承するた
めの円筒部とその円筒部に繋がった平行な開口部があ
り、その開口部は外部に繋がっていて、前記軸受カラー
には平行な２平面でカットされた切欠き面のある円筒部
が形成されていて、前記ベースハウジングが揺動するこ
とができるように、ベースハウジングには揺動曲率半径
のレールが設けられ、駆動モータが搭載されたベースハ
ウジングの揺動を支承しながら前記レールの案内部を形
成したシャーシで受けた構造をしてなる超音波振動子駆
動モータ装置。
【請求項７】  ベースハウジングは支柱部と揺動部とが
別部材で形成されたことを特徴とする請求項６記載の超
音波振動子駆動モータ装置。
【請求項８】  超音波振動子と超音波伝播媒質とを内包
し、超音波透過性を有する窓材からなるウインドウケー
スと上記超音波振動子を駆動させる駆動モータとを具備
した超音波プローブにおいて、ベースハウジングはＭＩ
Ｍ（メタルインジュクションモールド）工法（以下ＭＩ
Ｍとする）で製作され、開口部と円筒部はＭＩＭで形成
され、支柱部と円筒部は軸受カラーと嵌合のため機械加
工をしたことを特徴とする請求項１、６記載の超音波振
動子駆動モータ装置。
【請求項９】  超音波振動子と超音波伝播媒質とを内包
し、超音波透過性を有する窓材からなるウインドウケー
スと上記超音波振動子を駆動させる駆動モータとを具備
した超音波プローブにおいて、駆動モータのコイルから
の接続リード線を駆動軸の一部を切欠いた部から通し、
軸受カラーの駆動軸支持穴を通して、ハンドル部側へ接
続したことを特徴とする請求項１、６記載の超音波振動
子駆動モータ装置。
【請求項１０】  超音波振動子と超音波伝播媒質とを内
包し、超音波透過性を有する窓材からなるウインドウケ
ースと上記超音波振動子を駆動させる駆動モータとを具
備した超音波プローブにおいて、超音波振動子を駆動モ
ータのロータフレームの外周部に取り付けて、駆動モー
タの駆動軸に対して、回転させた超音波振動子のビーム
軌道平面（軌道平面ａとする）が形成され、さらに駆動
モータの駆動軸を軸受カラーを介して支承するベースハ
ウジングが前記軌道平面ａに対して駆動軸を通って垂直
な平面上を、前記ベースハウジングが揺動することがで
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き、前記ベースハウジングを軸支承するための支柱部が
構成され、その支柱部には軸を支承するための円筒部と
その円筒部に繋がった平行な開口部があり、その開口部
は外部に繋がっていて、前記軸受カラーには平行な２平
面でカットされた切欠き面のある円筒部が形成されてい
て、駆動モータを装着するため、その開口部の軸受カラ
ーの切欠き部を支柱部の円筒部まで挿入し、その後軸受
カラーの円筒部を回転させて軸受カラーが支柱部から抜
けないように取り付けが可能で、前記ベースハウジング
が揺動することができるように、ベースハウジングに揺
動曲率半径のレールが設けられ、駆動モータが搭載され
たベースハウジングの揺動を支承しながら前記レールの
案内部を形成したシャーシで受けた構造をした超音波振
動子駆動モータ装置により、それぞれ任意の揺動角度で
の軌道平面の超音波断層画像を画像合成することで３次
元的に表示可能な３次元超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、３次元超音波診断
装置の３次元超音波振動子駆動モータ装置とそれを使用
した３次元超音波診断装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】生体を対象とした超音波診断装置などに
用いる超音波プローブとしては、大別してリニア走査方
式とセクタ走査方式とがあり、セクタ走査方式には主と
して電子セクタ走査方式とメカニカルセクタ走査方式と
がある。このメカニカルセクタ走査型超音波プローブと
しては、医歯薬出版株式会社発行「超音波検査入門（第
２版）」５４頁に記載された種類と方法が知られてい
る。
【０００３】従来、超音波プローブ（超音波探触子、超
音波診断用プローブともいう）は、たとえば、特開平７
－１８４８８８号公報および特開平７－１６３５６２号
公報、特開平７－２８９５５０号公報に記載されたもの
等が知られている。
【０００４】特開平７－１８４８８８号、特開平７－２
８９５５０号公報に開示されている超音波プローブは、
超音波振動子を超音波プローブのハンドル軸方向に向か
うように取り付け、その超音波振動子に対向して音響ミ
ラーを設けた超音波送受信部と振動子の取付台に連結し
たシャフトを回転駆動する駆動モータに接続している。
駆動モータの回転によって、超音波送受信部はシャフト
を中心に回転し、超音波振動子のビームは音響ミラーで
反射されるので、超音波振動子の駆動軸に対して反射さ
れた面でのビーム軌跡面となる。音響ミラーの傾斜角度
によるが、一般的には４５度の傾斜面のため、ビーム軌
跡面は駆動軸に対して垂直な面になる。
【０００５】駆動モータが超音波振動子に比べてハンド
ル部側に構成されているために、シャフトで超音波振動
子の取付台を回転させ、駆動軸に対して軸変換の音響ミ
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ラーが必要となり、ビーム軌跡面は超音波プローブのハ
ンドル軸方向に対して垂直な面である超音波断層画像と
なっている。
【０００６】駆動モータには直接超音波振動子は取り付
けられていないうえに、駆動モータの軸が回転し、駆動
モータから飛び出した軸は片方向であり、モータを一方
の面から取り付けることができる。駆動モータを取り付
けるために特別の工夫があるようには判断できない。
【０００７】特開平７－１６３５６２号公報に開示され
ている超音波プローブは、超音波振動子を超音波プロー
ブのハンドル軸方向に対してラジアル方向に向かうよう
に取り付けられているので、特開平７－２８９５５０号
公報にある音響ミラーは不要である。その超音波振動子
の取付台の軸を間接的に駆動モータのシャフトに連結し
ている。駆動モータの回転によって、超音波振動子の取
付台はシャフトの軸に合わせて回転し、超音波振動子の
ビーム軌跡面は駆動軸に対して垂直な面となる。駆動モ
ータの取り付けは特に記載はないが、図から判断してシ
ャフト回転であるのでモータの外装部材を固定してい
る。
【０００８】駆動モータが超音波振動子に比べてハンド
ル部側に構成されていることにより、シャフトで超音波
振動子の取付台を回転させるためにビーム軌跡面は超音
波プローブのハンドル軸方向に対して垂直な面である超
音波断層画像を得る。
【０００９】特開平７－１８４８８８号公報、特開平７
－１６３５６２号公報、特開平７－２８９５５０号公報
に記載された超音波診断装置は１軸少ないために２次元
超音波断層画像しか得られない。
【００１０】また、特公平１－３１３７３号公報に開示
されている超音波プローブは、プローブ本体部の中に駆
動モータと駆動モータの回転方向を切り替えて振動子側
に伝達するギヤクラッチとからなる回転駆動機構が内蔵
されている。信号ケーブルで接続された超音波振動子は
ウインドウケース内で少なくとも１８０度の範囲で自動
またはマニュアル操作により往復揺動回転することがで
きる。この超音波プローブは、超音波振動子の回転方向
の切り替えにギヤクラッチを使用している。そのために
超音波振動子のビーム軌跡面での断層画像はメカ的に移
動規制されるためにある角度範囲を揺動する。
【００１１】また、特開昭６１－２２６０２４号公報は
面上に超音波振動子を複数個配列し、順次付勢させるプ
ローブに関するものであり、ロータに超音波振動子を配
置していてハウジングでロータの中心軸を支承すると同
時に、ハウジングから外周部に飛び出た軸にクランク機
構を連結して、その先にモータを取り付けた構造であ
る。ロータの中心軸はハウジングに支承されているが、
ハウジング自体は固定されている。クランク機構がある
ので、モータの回転に合わせて、一定の回転速度が得ら
れにくいなど課題がある。
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【００１２】また、特開平６－３１５２８１号公報は圧
電アクチュエータに関するものであるが、３次元観測装
置は圧電アクチュエータに取り付けられた超音波振動子
（超音波送受信素子）の２次元画像とエンコーダ位置と
を使用し３次元画像処理をするものである。この圧電ア
クチュエータは電極でもある静止部材にもう一方の電極
として支持されている。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従
来例のメカニカルセクタ走査型超音波プローブは２次元
の超音波断層画像を得るものであって、３次元の超音波
断層画像が得られない。従来例の超音波プローブは駆動
モータ軸の１軸しかないために、２次元超音波診断像し
か得られない。
【００１４】超音波振動子とそれを駆動する駆動モータ
の構成部材全体を回転させる方法で３次元化が可能では
あるが、しかしコンパクトに３次元機構化するために
は、駆動モータと超音波振動子の位置関係において、駆
動モータの内部軸の範囲内に超音波振動子が構成するよ
うにする必要がある。従来例では超音波振動子は駆動モ
ータの内部軸の範囲外に構成されているので、全体を回
転させる機構にするためには非常に大きな超音波プロー
ブとなり、実用上使用できないものとなってしまう。
【００１５】従来例の２次元断層画像は、超音波振動子
のビーム軌跡面が超音波プローブのハンドル軸に対して
垂直な面であり、ハンドル軸に対して平行なビーム軌跡
面でないために産婦人科や泌尿科などにて使用する体腔
内走査には十分な診断ができないなどの課題がある。
【００１６】また、超音波振動子にケーブルが直接接続
されている場合などは、超音波振動子での画像範囲が限
定されるために測定範囲が狭くなり患部などの診断では
超音波プローブの挿入方向を変更して何度も画像の測定
を行う必要があるうえに、機構的に診断することできな
い範囲が増える。
【００１７】（１）したがって、従来例でもってコンパ
クトに３次元機構化するためには、駆動モータと超音波
振動子の位置関係において、駆動モータの内部軸の範囲
内に超音波振動子が構成する機構にする必要がある。
【００１８】（２）駆動モータ部全体を揺動させる機構
を、駆動モータ部を支持する部材に対して工法や材料な
ど見直す必要がある。
【００１９】（３）駆動モータを支承するベースハウジ
ングには駆動モータを支承する支柱部を設ける必要があ
る。
【００２０】（４）駆動モータのコイル線を回転駆動に
支障がないように取り出すことが必要である。
【００２１】（５）駆動モータをベースハウジングに装
着するために工夫が必要である。など本発明は、上記従
来の問題を解決するためになされたもので、超音波走査
を３次元的に確保することができ、小形、軽量で３次元
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走査可能な超音波振動子駆動モータ装置とそれを使用し
た３次元走査超音波診断装置を提供することを目的とす
る。
【００２２】
【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を達
成するために、超音波振動子のビーム軌跡面をハンドル
軸に平行な面に形成できるように、駆動モータの駆動軸
をハンドル軸に対して垂直になるように構成する。
【００２３】さらに、超音波伝播媒質を内包しウインド
ウケース内に、駆動モータを駆動する駆動軸とビーム面
を揺動する揺動軸の２つの軸を構成した超音波振動子駆
動モータ装置を構成させる。
【００２４】そのために、駆動モータのロータケースに
超音波振動子を取り付け、駆動モータの駆動軸の範囲内
にビーム面を構成する。
【００２５】駆動モータの軸受を支承するベースハウジ
ングは、前記軌道平面ａに対して駆動軸を通って垂直な
揺動平面（揺動平面ｂとする）上を、つまりビーム軌跡
平面に直交し、駆動軸を通る揺動平面を揺動することが
できる。
【００２６】そのために、ベースハウジングに揺動曲率
半径のレールが設けられる。
【００２７】その揺動軸はベースハウジングの駆動モー
タを支承する２つの支承点の範囲内に構成される。
【００２８】シャーシには、駆動モータが搭載されたベ
ースハウジングの揺動をレールで支承する案内部が形成
されている。
【００２９】ベースハウジングをＭＩＭ（メタルインジ
ュクションモールド）工法で製作する。
【００３０】駆動モータの駆動軸は軸受カラーを介して
ベースハウジングにて支承される。
【００３１】ベースハウジングには、軸を支承するため
の支柱部が構成され、その支柱部には軸を支承するため
の円筒部とその円筒部に繋がった平行な面を有する開口
部があり、その開口部は外部に繋がっている。
【００３２】軸受カラーには平行な２平面でカットされ
た切欠き面を有する円筒部が形成されている。
【００３３】駆動モータを装着するため、軸受カラーの
切欠き部をベースハウジングの支柱部の開口部から円筒
部まで挿入し、その後軸受カラーの円筒部を回転させて
軸受カラーが支柱部から抜けないようにする。
【００３４】駆動モータの駆動軸を軸受カラーを介して
支承する支柱部をベースハウジングの２ヶ所に構成す
る。その２ヶ所の支柱部にはさまれた箇所に駆動モータ
を構成する。
【００３５】ベースハウジングの２ヶ所の支柱部は、平
行に配置され、駆動モータの両側に構成されて、ウイン
ドウケース近傍に配置され、中央部のベースハウジング
よりも幅寸法を小さくして、駆動モータを両持ち支持す
ることによりモータ装置の剛性を強くさせている。
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7
【００３６】駆動軸と軸受カラーとベースハウジングと
は接着剤で固定して、モータ装置の剛性を高めている。
【００３７】軸受カラーには支柱部の円筒部径よりも大
きなフランジ部があり、そのフランジ部はベースハウジ
ングの支柱部の内側に当接して取り付ける。
【００３８】ベースハウジングは支柱部と揺動部とを別
部材で形成する。
【００３９】駆動モータのコイルからの接続リード線を
駆動軸の一部を切欠いた部から通し、軸受カラーの駆動
軸支持穴からハンドル部側へ接続する。
【００４０】本発明による電子－機械走査式の３次元走
査用超音波振動子駆動モータ装置によって、超音波伝播
媒質を内包したウインドウケース内に、駆動モータの駆
動軸とビーム面を揺動する揺動軸の２つの軸を有する超
音波振動子駆動モータ装置を構成することにより、超音
波プローブのハンドル軸に対して平行なビーム軌跡面に
よる超音波断層画像が得られ、その断層画像を揺動軸を
中心にしてベースハウジングを揺動することで、３次元
の超音波断層画像が合成表示できる超音波診断装置が可
能となる。
【００４１】
【発明の実施の形態】本発明の請求項１に記載の発明
は、超音波振動子と超音波伝播媒質とを内包し、超音波
透過性を有する窓材からなるウインドウケースと上記超
音波振動子を駆動させる駆動モータとを具備した超音波
プローブにおいて、超音波振動子を駆動モータのロータ
フレームの外周部に取り付けて、駆動モータの駆動軸に
対して、回転させた超音波振動子のビーム軌道平面（軌
道平面ａとする）が形成され、さらに駆動モータの駆動
軸を軸受カラーを介して支承するベースハウジングが、
前記軌道平面ａに対して駆動軸を通って垂直な平面上
を、揺動することができ、前記ベースハウジングには駆
動軸を支承するための支柱部が構成され、その支柱部に
は駆動軸を支承するための円筒部とその円筒部に繋がっ
た平行な開口部があり、その開口部は外部に繋がってい
て、前記軸受カラーには平行な２平面でカットされた切
欠き面のある円筒部が形成されていて、駆動モータを装
着する際には、軸受カラーの切欠き部を支柱部の開口部
から円筒部まで挿入し、その後軸受カラーの円筒部を回
転させて、軸受カラーが支柱部から抜けないようにした
ことが特徴の軸受カラーを構成部材にもつ超音波振動子
駆動モータ装置としたものである。
【００４２】駆動モータと超音波振動子の位置関係にお
いて、駆動モータの駆動軸の範囲内に超音波振動子が構
成する機構となっているのでコンパクトに３次元機構化
することができる。
【００４３】超音波振動子のビーム軌跡面はハンドル軸
とシャーシ軸とは同一方向を向いているので、駆動モー
タ軸はハンドル軸とは垂直な関係であり、ビーム軌跡面
はハンドル軸に対して平行な面である走査面となる超音
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波断層画像を得ることができる。また、揺動軸は駆動軸
に対して直交しているうえにビーム軌跡面に対して揺動
面は直交していて、ベースハウジングを揺動することで
ビーム軌跡面を揺動軸を中心にして軌跡させることがで
きる。
【００４４】さらに駆動モータの駆動軸を軸受カラーを
介して支承するベースハウジングが、前記軌道平面ａに
対して駆動軸を通って垂直な平面上を、前記ベースハウ
ジングが揺動することができることにより、プローブの
先端部に駆動軸と揺動軸とを備えたモータ装置を構成す
ることができる。
【００４５】さらに、駆動モータの駆動軸を支承するた
めのベースハウジングの支柱部には円筒部と開口部があ
り、その上に軸受カラーには平行な２平面でカットされ
た切欠き面のある円筒部が形成されていて、駆動モータ
を装着する際には軸受カラーの切欠き部を支柱部の開口
部から円筒部まで挿入し、その後軸受カラーの円筒部を
回転させて軸受カラーが支柱部から抜けないように取り
付けが可能で、駆動モータを完成させた状態にしておい
てベースハウジングを装着することができるという作用
を有する。
【００４６】請求項２に記載の発明は、駆動モータの駆
動軸を軸受カラーを介して支承するベースハウジングの
支柱部がベースハウジングの２ヶ所に構成されていて、
その２ヶ所の支柱部にはさまれた箇所に駆動モータが構
成したことを特徴とする請求項１記載の超音波振動子駆
動モータ装置としたものであり、駆動モータがベースハ
ウジングの支柱部に安定して支承できるので、ベースハ
ウジングが揺動してもその揺動の振動などでロータ位置
がガタつかない。そのために超音波振動子の位置が安定
し、ビームの軌跡がブレなくなり、送受信が安定するた
めに画像が鮮明になるという作用を有する。
【００４７】請求項３に記載の発明は、駆動モータの駆
動軸を軸受カラーを介して支承するベースハウジングの
支柱部がベースハウジングの２ヶ所に構成されていて、
その２ヶ所の支柱部は平行に配置され、駆動モータの両
側に構成されて、中央部のベースハウジングよりも幅寸
法を小さくし、ウインドウケース近傍に配置され、この
支柱部で駆動モータを両持ち支持したことを特徴とする
請求項１、２記載の超音波振動子駆動モータ装置とした
ものであり、駆動モータがベースハウジングの支柱部に
安定して支承できるので、ベースハウジングが揺動して
もその揺動による振動などでロータ位置がガタつかな
い。そのために超音波振動子の位置が安定し、ビームの
軌跡がブレなくなり、送受信が安定するために画像が鮮
明になる。さらに駆動モータがベースハウジングの支柱
部により両持ち支持されるので、駆動モータの支持剛性
が充分に確保できる。また、ベースハウジングの中央部
幅よりもベースハウジングの支柱部の幅の方が小さいの
で、揺動する角度を大きくできるという作用を有する。
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9
【００４８】請求項４に記載の発明は、駆動モータの駆
動軸を軸受カラーを介して支承するベースハウジングの
支柱部がベースハウジングの２ヶ所に構成されていて、
その２ヶ所の支柱部は平行に配置され、駆動モータの両
側に構成されて、駆動軸と軸受カラーとベースハウジン
グとは接着剤で固定したことを特徴とする請求項１、
２、３記載の超音波振動子駆動モータ装置としたもので
あり、駆動モータの駆動軸と軸受カラーとベースハウジ
ングの支柱部とを固定することで、ベースハウジングの
支柱部同士を駆動軸で固定したことになり固定部で閉空
間ができるので、ベースハウジングの剛性が増す。その
ために駆動モータの支承強度が充分に確保でき、ベース
ハウジングが揺動してもその揺動の振動などでロータ位
置がガタつかないという作用を有する。
【００４９】請求項５に記載の発明は、駆動モータの駆
動軸を軸受カラーを介して支承するベースハウジングの
支柱部がベースハウジングの２ヶ所に構成されていて、
その２ヶ所の支柱部は平行に配置され、駆動モータの両
側に構成されて、軸受カラーには支柱部の円筒部径より
も大きなフランジ部があり、そのフランジ部はベースハ
ウジングの支柱部の内側に当接して取り付けられている
ことを特徴とする請求項１記載の超音波振動子駆動モー
タ装置としたものであり、駆動モータを装着するために
は、ベースハウジングの開口部から軸受カラーの切欠き
部を挿入する。その際に軸受カラーのフランジ部は支柱
部の内側を案内として開口部の平行部に沿って移動す
る。その移動がフランジ部があることでスムーズであ
る。さらに、支柱部の円筒部まで軸受カラーを挿入し、
その後軸受カラーの円筒部を回転させる場合もフランジ
部と支柱部の内側が当接しているのでその引っかかりに
よって駆動軸方向の移動が規制されているので軸受カラ
ーの回転作業がスムーズであるという作用を有する。
【００５０】請求項６に記載の発明は、超音波振動子と
超音波伝播媒質とを内包し、超音波透過性を有する窓材
からなるウインドウケースと上記超音波振動子を駆動さ
せる駆動モータとを具備した超音波プローブにおいて、
超音波振動子を駆動モータのロータフレームの外周部に
取り付けて、駆動モータの駆動軸に対して、回転させた
超音波振動子のビーム軌道平面（軌道平面ａとする）が
形成され、さらに駆動モータの駆動軸を軸受カラーを介
して支承するベースハウジングが前記軌道平面ａに対し
て駆動軸を通って垂直な平面上を、前記ベースハウジン
グが揺動することができ、前記ベースハウジングには駆
動軸を支承するための支柱部が構成され、その支柱部に
は駆動軸を支承するための円筒部とその円筒部に繋がっ
た平行な開口部があり、その開口部は外部に繋がってい
て、前記軸受カラーには平行な２平面でカットされた切
欠き面のある円筒部が形成されていて、前記ベースハウ
ジングが揺動することができるように、ベースハウジン
グに揺動曲率半径のレールが設けられ、駆動モータが搭
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載されたベースハウジングの揺動を支承しながら前記レ
ールの案内部を形成したシャーシで受けた構造をした超
音波振動子駆動モータ装置としたものであり、駆動モー
タと超音波振動子の位置関係で、駆動モータの駆動軸の
範囲内に超音波振動子が構成する機構となっているので
コンパクトに３次元機構化することができる。超音波振
動子のビーム軌跡面はハンドル軸とシャーシ軸とは同一
方向を向いているので、駆動モータ軸はハンドル軸とは
垂直な関係であり、ビーム軌跡面はハンドル軸に対して
平行な面である走査面となる超音波断層画像を得ること
ができる。また、揺動軸が駆動軸に対して直交している
うえにビーム軌跡面に対して揺動面は直交していて、ベ
ースハウジングを揺動することによりビーム軌跡面を揺
動軸を中心にして軌跡させることができる。
【００５１】さらに駆動モータの駆動軸を軸受カラーを
介して支承するベースハウジングが、前記軌道平面ａに
対して駆動軸を通って垂直な平面上を揺動することがで
きるために、プローブの先端部に駆動軸と揺動軸とを備
えたモータ装置を構成することができる。
【００５２】さらに、ベースハウジングの駆動軸を支承
するための支柱部には駆動軸を支承するための円筒部と
開口部があり、その上に軸受カラーには平行な２平面で
カットされた切欠き面のある円筒部が形成されていて、
駆動モータを装着する際には、軸受カラーの切欠き部を
支柱部の開口部から円筒部まで挿入し、その後軸受カラ
ーの円筒部を回転させることにより軸受カラーが支柱部
から抜けないように取り付けることが可能で、駆動モー
タを完成させた状態にしておいてベースハウジングに装
着することができる。
【００５３】さらに、駆動モータが装着されたベースハ
ウジングに揺動のためのレールがあり、そのレールの案
内部でシャーシを受けているために、ベースハウジング
の揺動部の強度を充分に確保できるという作用を有す
る。
【００５４】請求項７に記載の発明は、ベースハウジン
グは支柱部と揺動部とが別部材で形成されたことを特徴
とする請求項６記載の超音波振動子駆動モータ装置とし
たものであり、ベースハウジングを部位ごとに別部材で
構成することで、ベースハウジングの加工が容易となる
うえにモータ装置の組立が容易となるという作用を有す
る。
【００５５】請求項８に記載の発明は、超音波振動子と
超音波伝播媒質とを内包し、超音波透過性を有する窓材
からなるウインドウケースと上記超音波振動子を駆動さ
せる駆動モータとを具備した超音波プローブにおいて、
ベースハウジングはＭＩＭ（メタルインジュクションモ
ールド）工法（以下ＭＩＭとする）で製作され、開口部
と円筒部はＭＩＭで形成され、支柱部と円筒部は軸受カ
ラーと嵌合のため機械加工をしたことを特徴とする請求
項１、６記載の超音波振動子駆動モータ装置としたもの
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であり、ベースハウジングをＭＩＭにすることで、ベー
スハウジングの駆動モータの支持構造が簡単になるうえ
に、揺動させる機構をコンパクトに構成することができ
る。ベースハウジングは体腔内に挿入する駆動機構部で
あるために、小さな部品となり、機構的には複雑である
がＭＩＭにすることで容易に製作可能となる。旋削加工
などでは不可能な形状であってもＭＩＭで可能となり、
ベースハウジングの支柱部の円筒部と開口部は金型で成
形することができ、ＭＩＭ部品は金属でできているの
で、機械加工が可能である。ベースハウジングの支柱部
と円筒部は軸受カラーと嵌合するので、精度が必要であ
るので機械加工を施して、円筒部同士でのクリアランス
を押さえることができるという作用を有する。
【００５６】請求項９に記載の発明は、超音波振動子と
超音波伝播媒質とを内包し、超音波透過性を有する窓材
からなるウインドウケースと上記超音波振動子を駆動さ
せる駆動モータとを具備した超音波プローブにおいて、
駆動モータのコイルからの接続リード線を駆動軸の一部
を切欠いた部から通し、軸受カラーの駆動軸支持穴から
ハンドル部側へ接続したことを特徴とする請求項１、６
記載の超音波振動子駆動モータ装置としたものであり、
駆動モータはロータが回転し、巻線部が固定されている
アウターロータタイプのモータであり、そのモータ巻線
を外部に接続することができるという作用を有する。
【００５７】請求項１０に記載の発明は、超音波振動子
と超音波伝播媒質とを内包し、超音波透過性を有する窓
材からなるウインドウケースと上記超音波振動子を駆動
させる駆動モータとを具備した超音波プローブにおい
て、超音波振動子を駆動モータのロータフレームの外周
部に取り付けて、駆動モータの駆動軸に対して、回転さ
せた超音波振動子の軌道平面（軌道平面ａとする）が形
成され、さらに駆動モータの駆動軸を軸受カラーを介し
て支承するベースハウジングが前記軌道平面ａに対して
駆動軸を通って垂直な平面上を、前記ベースハウジング
が揺動することができ、前記ベースハウジングには駆動
軸を支承するための支柱部が構成され、その支柱部には
駆動軸を支承するための円筒部とその円筒部に繋がった
平行な開口部があり、その開口部は外部に繋がってい
て、前記軸受カラーには平行な２平面でカットされた切
欠き面のある円筒部が形成されていて、駆動モータを装
着するため、軸受カラーの切欠き部を支柱部の開口部か
ら円筒部まで挿入し、その後軸受カラーの円筒部を回転
させて軸受カラーが支柱部から抜けないように取り付け
が可能で、前記ベースハウジングが揺動することができ
るように、ベースハウジングに揺動曲率半径のレールが
設けられ、駆動モータが搭載されたベースハウジングの
揺動を支承しながら前記レールの案内部を形成したシャ
ーシで受けた構造をした超音波振動子駆動モータ装置に
より、それぞれ任意の揺動角度での軌道平面の超音波断
層画像を画像合成することで３次元的に表示可能な３次
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元超音波診断装置としたものであり、駆動モータと超音
波振動子の位置関係において、駆動モータの駆動軸の範
囲内に超音波振動子が構成する機構となっているのでコ
ンパクトに３次元機構化することができる。超音波振動
子のビーム軌跡面はハンドル軸とシャーシ軸とは同一方
向を向いているので、駆動モータ軸はハンドル軸とは垂
直な関係であり、ビーム軌跡面はハンドル軸に対して平
行な面である走査面となる超音波断層画像を得ることが
できる。また、揺動軸が駆動軸に対して直交しているう
えにビーム軌跡面対して揺動面は直交していて、ベース
ハウジングを揺動することでビーム軌跡面を揺動軸を中
心にして軌跡させることができる。そのために複数のビ
ーム軌跡面の超音波断層画像を得ることができ、それら
断層画像を３次元画像合成して表示することができ、診
断の便宜性を向上させることができるという作用を有す
る。
【００５８】
【実施例】以下本発明の実施例について、図面を参照し
て説明する。
【００５９】図１は本発明の一実施例におけるメカニカ
ルセクタ走査型超音波プローブを使用した超音波診断装
置の全体を示す概略ブロック図である。
【００６０】実施例の超音波診断装置は超音波プローブ
と本体システム部から構成される。超音波プローブの先
端には超音波振動子１、２を回転駆動させる駆動モータ
３、駆動モータ３を支持するベースハウジング４が内蔵
され、超音波プローブのハンドル部にはベースハウジン
グ４を揺動させる揺動モータ５とハンドルシャフト６と
が構成されている。
【００６１】超音波振動子１、２は駆動モータ３の回転
部の外周部に取り付けられて、駆動軸に対して超音波振
動子１、２のビームはラジアル方向に放射させる。その
駆動モータ３が回転することによる超音波振動子１、２
のビームの軌跡面は駆動軸に対して直交した面である。
すなわち、そのビームの軌跡面に垂直な軸は駆動モータ
３の駆動軸である。
【００６２】駆動モータ３の回転位置情報を知ること
は、駆動モータ３に取り付けられた超音波振動子１、２
の位置情報を知ることになる。駆動モータ３の回転位置
は１回転の基準となる基準位置手段と相対位置情報によ
る位置手段を併用して駆動モータ３の回転位置情報を知
ることができる。基準位置手段として磁性材のピン（図
３の３７）とＭＲ素子（図示せず）で構成されている。
相対位置情報手段としてエンコーダ７が組み込まれ、そ
のエンコーダ７は駆動モータ側にエンコーダマグネット
（図４の４０）とベースハウジング４側にＭＲ素子（図
４の４１）で構成されている。この駆動モータ３は５Ｈ
ｚから１７Ｈｚまで数段階に切り替えて回転駆動する。
超音波振動子１、２からの信号を駆動モータ３の外部に
取り出すために、スリップリング８が駆動モータ３のロ
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ータ部に構成されている。超音波振動子１（または２）
から放射した超音波は超音波振動子１（または２）の中
央に放射状に進み生体組織内に入射する。組織内に入射
した超音波の一部は組織内において反射した後、前記超
音波振動子１（または２）で受信され電気信号に変換さ
れて、スリップリング８を通って駆動モータ３の外部に
取り出されて、システム本体内の増幅器１５に送られ
る。
【００６３】従来の２次元の場合は軸が１つであるが、
本実施例の場合は２軸あり、駆動軸と揺動軸である。
【００６４】駆動モータ３を支承するベースハウジング
４が揺動可能機構部を備え、その揺動面とはビーム軌跡
面に直交する面で駆動軸を通った面である。揺動角度は
左右に５５度程度揺動可能になって、全体的に揺動角度
は約１１０度程度可能である。
【００６５】駆動モータ３とベースハウジング４とベー
スハウジング４側の揺動機構部は超音波プローブの先端
部に構成されていて、全体が超音波透過性を有する窓材
からなるウインドウケース９内の超音波伝播媒質に内包
されている。
【００６６】その超音波伝播媒質をシールした状態でハ
ンドルシャフト６を用いてトルク伝達が可能になってい
る。そのハンドルシャフト６はベースハウジング４を揺
動させるためのトルク伝達シャフトであって、ハンドル
部側にて揺動モータ５に接続されている。揺動モータ５
には揺動角度を知るために、基準位置情報手段と位置情
報手段を備えたＭＲ素子を用いたエンコーダ１０が取り
付けられている。
【００６７】また駆動モータ３を駆動するための駆動モ
ータ駆動回路１１や揺動モータ５を駆動するための揺動
モータ駆動回路１２はシステム本体内に構成されてい
る。
【００６８】次にシステム本体内の送受信回路部分につ
いて説明する。超音波を生体内に送信する場合には、ま
ずパルス発生器１３によって超音波パルスの繰り返し周
期を決定するレートパルスが出力され、振動子駆動回路
１４に送られる。この振動子駆動回路１４では前記超音
波振動子１、２を駆動し超音波を発生するため駆動パル
スが形成される。超音波振動子１（または２）から生体
内に放射された超音波は生体内組織にて反射され、送信
時に用いた超音波振動子１（または２）によって受信さ
れ、この受信信号はシステム本体内の増幅器１５にて増
幅されたのちＢモード用信号処理回路に送られる。Ｂモ
ード用信号処理回路において振動子出力は対数増幅器１
６で対数圧縮し、検波回路１７にて検波され、Ａ／Ｄ変
換器１８にてＡ／Ｄ変換され、画像メモリ１９にストア
される。揺動によって得られた複数の画像も画像メモリ
１９にストアされ、高速の３Ｄ画像ＤＳＰ２０を用いて
３次元画像合成処理を行って、画像処理信号はテレビフ
ォーマットで出力されてテレビモニタ２１にて３次元超
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音波断層画像として表示される。
【００６９】図２に超音波プローブの外観斜視図を示
す。図２において、２２はハンドル部を示し、揺動モー
タなど中継電子回路基板が内蔵されている。２３は超音
波プローブの先端部であり、超音波透過性を有する窓材
からなるウインドウケース９が先端に取り付けられてい
て、駆動モータと超音波振動子などが内蔵されている。
超音波プローブは本体にケーブル２４で接続されてい
る。先端部は体腔内に挿入し易いように円筒形状のなめ
らかな流線形状をしている。このケーブル２４は、超音
波振動子１、２と超音波診断装置本体とを接続する入出
力線（Ｉ／Ｏ線）と駆動モータ３と揺動モータ５を駆動
制御するための電気制御線とエンコーダなどの信号線と
衝撃検出用の信号線などを超音波診断装置本体と接続す
るケーブルであって、ケーブル被覆により保護され、か
つ入出力線だけはシールドが施されていて、超音波振動
子側と超音波診断装置本体側の両端で接地されている。
【００７０】図３、図４は、本実施例における超音波振
動子駆動モータ装置の駆動モータ側の構造図を示す。説
明のために図３、図４にはウインドウケースやハンドル
部などケーシング類は省略してある。
【００７１】図３、図４において、３は駆動モータ、４
はベースハウジング、６はハンドルシャフト、２５はシ
ャーシ本体、２６はサイドシャーシ、２７はビス、２８
は電子回路基板、２９はギアシャフト、３０はベベルギ
ア、３１は平ギア、３２はベベルギア、３３はベースハ
ウジング４に設けられたギア、３４は駆動モータのシャ
フトである。図１、図２と同じものについては同じ符号
を用いている。
【００７２】駆動モータ３の回転部は駆動モータのシャ
フト３４を中心に回転し、ロータフレーム３５の外周部
に超音波振動子１、２が取り付けられている。その超音
波振動子１、２は、トランスデューサとも呼ばれて、超
音波プローブの中核をなす部品である。超音波振動子
１、２の先端には音響レンズ３６がついている。屈折の
現象を有効に利用するのが音響レンズ３６であって、超
音波は液体中よりも固体中での音速が早いために振動子
表面には凹型の音響レンズで超音波ビームを集束させて
いる。凹型の音響レンズ以外にも平面型音響レンズや凸
型音響レンズを貼り付けた超音波振動子が使用される。
【００７３】超音波振動子１、２のビームは駆動モータ
３の駆動軸（駆動モータのシャフト３４）に対してラジ
アル方向に直交している。そのためにビームの軌跡面は
駆動軸に直交している。ハンドル軸を揺動センターとし
て考えると、駆動モータ３の駆動軸には直交している
が、ハンドル軸に対しては平行な面となるビーム軌跡面
の超音波断層画像が得られる。その超音波断層画像は揺
動範囲のセンターに位置しているとハンドル軸に対して
平行な平面の断層画像である。
【００７４】駆動モータ３には基準位置情報を知るため
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の基準位置手段として磁性材のピン３７が、ＳＵＭ２４
ＬやＳＵＹなどの磁性材にて形成されたロータフレーム
の外周部に取り付けられている。このピン３７は円筒形
状した部分をロータフレームに取り付け、駆動回転方向
に対して先端部鋭角になるようにカット面３８が両方に
設けられている。このピン３７への磁束は駆動モータ３
のメインマグネットから得ている。ピン３７を検出する
Ｚ相のＭＲ素子（図３、図４には図示せず）はベースハ
ウジング４に取り付けられている。Ｚ相のＭＲ素子の信
号はフレキシブルプリントサーキット３９（以後可撓性
基板という）を通って電子回路基板２８に接続され、電
子回路基板２８から超音波プローブのハンドル部へさら
に超音波診断装置本体側へ接続される。
【００７５】また駆動モータ３の回転位置情報を知るた
めの相対位置情報手段としてエンコーダ７が組み込まれ
ている。そのエンコーダ７は駆動モータ３側にエンコー
ダマグネット４０が構成されている。エンコーダマグネ
ット４０の材料はプラスチックマグネットであり、ベー
ス樹脂として１２ナイロン系を使用している。
【００７６】メインマグネットの漏洩磁束の影響をエン
コーダ出力に受けないために、エンコーダマグネット４
０とベースハウジング４側に取り付けられたＡＢ相のＭ
Ｒ素子４１との隙間を非常に狭く設定している。その隙
間が狭いために、エンコーダマグネット４０の膨潤など
の影響を少なくする必要がある。そのために、エンコー
ダマグネット４０のプラスチックマグネットにおけるフ
ェライトの含有量を、超音波伝播媒質中で使用されるの
で膨潤影響を考慮して、７９％以上磁性材を含有したも
のを使用している。
【００７７】また、添加剤の入ったオイルを超音波伝播
媒質に使用する場合は１２ナイロン以外のプラスチック
材料としてポリフェニレンスルフィド（ＰＰＳと一般に
呼ばれている）であるプラスチックマグネットを使用す
る。
【００７８】ＡＢ相のＭＲ素子４１の信号は可撓性基板
４５を通って電子回路基板２８に接続され、電子回路基
板２８から超音波プローブのハンドル部へさらに超音波
装置本体側へ接続される。
【００７９】超音波振動子１、２への送受信信号を駆動
モータ３の外部に取り出すために、スリップリング８を
構成している。スリップリングの代わりにロータリトラ
ンスであってもよい。スリップリング８は駆動モータ３
側に絶縁シートなどの絶縁材を中間に介在させて、所用
数量の電極４２を構成して、その電極４２には超音波振
動子１、２が接続されている。その電極４２はそれぞれ
の電極にコンタクトして電気的接続をするためのブラシ
４３がフェノール樹脂材などの電気絶縁材からなるブラ
シホルダー４４を介してベースハウジング４に取り付け
られている。ブラシ４３からの信号（Ｉ／Ｏ信号）は可
撓性基板４６を通って超音波診断装置本体側へ接続され
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る。
【００８０】駆動モータ３のモータ線８２も可撓性基板
４７を通って電子回路基板２８に接続され、電子回路基
板２８から超音波プローブのハンドル部へさらに超音波
装置本体側へ接続される。
【００８１】駆動モータ３を回転可能に支承するベース
ハウジング４は、駆動モータ３の両側の軸受部を支承
し、Ｕ字形状をしていて、さらにベースハウジング４に
は揺動するためのレールが両側にあり、そのレールを揺
動可能なようにシャーシ本体２５、サイドシャーシ２６
にて支持されている。またベースハウジング４を揺動す
るためのトルクを伝達するギア３３が一体に設けられて
いる。そのギア３３はベースハウジング４の揺動軸に対
して全周ではなく部分的に構成されている。
【００８２】揺動モータ５からのトルクはハンドルシャ
フト６に伝達され、ハンドルシャフト６の先端に取り付
けられたベベルギア３２を回転させ、ベベルギア３２の
相手のベベルギア３０に伝達する。ベベルギア３０はギ
アシャフト２９に圧入等で固定されていて、そのギアシ
ャフト２９には平ギア３１も圧入等で締結されている。
そのギアシャフト２９はシャーシ本体２５に取り付けら
れたボール軸受とサイドシャーシ２６に取り付けられた
ボール軸受とで回転可能に支承されている。そのために
ベベルギア３０に伝達されたトルクは平ギア３１を介し
て、平ギア３１の相手ギア３３に伝達されることでベー
スハウジング４は揺動モータ５にて揺動することができ
る。
【００８３】平ギア３１、ベベルギア３０、ベベルギア
３２は銅系材料でギア加工されている、揺動運動でのギ
ア摩耗の観点で無電解ニッケルメッキ処理がなされてい
る。
【００８４】また、摺動抵抗を低減するためにテフロン
をコンポジットした電解液でテフロン入りの無電解ニッ
ケルメッキ処理を、平ギア３１、ベベルギア３０、ベベ
ルギア３２などに施すこともある。また、ホウ素を入れ
た無電解ニッケルメッキ処理を平ギア３１、ベベルギア
３０、ベベルギア３２に施すこともある。
【００８５】ギアの摩耗粉はスリップリングの電極とブ
ラシの間に入ったりして、超音波振動子の信号にノイズ
として入り込むので、できるだけ発生しないように、表
面処理をしないものでもバリなどは注意を払っている。
銅系材料の場合は酸洗いなどで加工バリを除去してい
る。
【００８６】ベースハウジング４の揺動はベースハウジ
ング４に設けられたレールをシャーシ本体２５とサイド
シャーシ２６のレールの案内溝で揺動可能に支承してい
て、シャーシ本体２５とサイドシャーシ２６はビス２７
で固定され一体となったシャーシとして作用する。
【００８７】シャーシ本体２５とサイドシャーシ２６は
予め一体となったものでもよい。
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【００８８】シャーシ本体２５にはハンドルシャフト６
を回転支承する軸受部材が固定されている。ハンドルシ
ャフト６は駆動モータのシャフト３４やギアシャフト２
９に比べて長いために、２個の軸受で回転支承してい
る。その２個の軸受は調芯が可能なように予圧をかけず
に使用している。その一つの軸受部がシャーシ本体２５
の中央部近くに構成し、もう１つの軸受はハンドル部側
に構成している。
【００８９】超音波振動子１、２は駆動モータ３で回転
されるので超音波振動子のビームの軌跡面（駆動ビーム
軌跡面とする）が駆動モータ３の駆動軸に対して直交す
る面である。図３からわかるように、超音波振動子から
超音波を送受信して得られる超音波振動子配列方向の超
音波断層画像取得領域は３６０度の全周ではなくシャー
シ本体２５とサイドシャーシ２６に妨げられて、ある範
囲になる。図３では角度αで示される範囲となり、その
範囲が超音波振動子で走査できる超音波走査可能領域を
表す。実際の超音波診断装置では反射の問題などを考慮
して幾何学的な角度αよりも少し小さな設定としてお
り、本実施例の場合では２３０度となっている。
【００９０】超音波振動子１、２は両持ち軸受の駆動モ
ータ３のロータフレーム外周に取り付けられているため
に駆動モータ３の両軸受の間に構成している。したがっ
て駆動軸に対して超音波断層画像は直交していてハンド
ル軸に対して直交することはない。
【００９１】揺動範囲は全周であると考えると、揺動に
よる超音波振動子のビーム軌跡面（揺動ビーム軌跡面と
する）のうち断層画像が走査できる範囲は、図３からわ
かるようにシャーシ本体２５とサイドシャーシ２６の合
わせた中央部に可撓性基板などの部品のために空間が開
いているために広い角度まで可能であるが、実際には、
ベースハウジングに形成するギアの範囲によって制約を
受ける。揺動角度はハンドル軸をセンターとして両側が
同じ角度に設定され、図４に表示する揺動角度βはハン
ドル軸センターで振り分けされた角度となっている。本
実施例は１００度になっている。この揺動ビーム軌跡面
は駆動ビーム軌跡面に直交し、駆動軸を通る平面であ
り、ハンドル軸に平行である。
【００９２】駆動モータを回転させて駆動ビーム軌跡面
で超音波断層画像を採りながら、揺動回転させると駆動
ビーム面が揺動ビーム面に直交しながら揺動軸を中心に
走査できるので、超音波断層画像としては３次元の領域
のものが得られる。
【００９３】このように、本実施例では３次元走査用超
音波プローブが可能となる。たとえば、２３０度領域を
１００度揺動させた範囲の超音波断層画像が得られると
いう従来にない測定範囲の広いものを得ることができ
る。また、３次元走査用超音波プローブを体腔内に挿入
して使用する場合には、挿入部先端に超音波振動子を配
置することができるので、より挿入部を小形化すること
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ができるという利点を有する。
【００９４】本実施例では超音波振動子を２個使用して
いる。符号では１、２である。
【００９５】さらに、２種類の超音波振動子を搭載する
ことができるので、１つの超音波プローブで２つの距離
分解能の異なったものとして扱える。
【００９６】一般に距離分解能は周波数の高い方が良い
が、逆に周波数が高くなると超音波の減衰が大きくなる
ために、深度の深い部分で診断ができなくなり、１つの
超音波プローブで振動数の異なる超音波振動子を切り替
えて使用することができることで、よりよい超音波診断
が可能となる。
【００９７】また、ロータフレーム３５に取り付けた超
音波振動子１、２は駆動軸に対して１８０度離れた位置
に取り付けられる。それは、一方の超音波振動子から放
射した超音波が、もう一方の超音波振動子でも受信さ
れ、超音波の受信信号にノイズとして入らないようにす
るためで、１８０度の対で２個取り付けている。スリッ
プリングの場合は影響がほとんどないが、ロータリトラ
ンスなどの場合ではクロストークとして、画像のノイズ
となるので、充分な配慮が必要となる。
【００９８】図５はスリップリングの説明をするための
図である。図５において、電極４２（図４での符号と同
じ）は３個の電極４２ａ、４２ｂ、４２ｃで構成されて
いて、それぞれ電極はポリエステルの絶縁シート４８
ａ、４８ｂ、４８ｃで絶縁されている。電極４２は黄銅
を切削またはプレス加工にて、内側に突起部４９のある
リングに加工され、突起部４９にはリード線半田付け用
の小さな穴８３を設けている。また突起部４９は外周リ
ング部の厚みに比べて薄くなっている段差部５０があ
る。その段差部５０は突起部４９の片方の面に構成さ
れ、電極のリング内径よりも小さな半径の範囲に形成さ
れている。リード線を半田付けした場合、半田が段差部
にとどまり電極のリング側まで流れないようにすること
で、スリップリング８を組み立てる際に電極４２に半田
による積層傾きが発生しなくなり、ブラシ４３との摺動
位置が回転にともなって振れないなどの有効な効果があ
る。
【００９９】超音波振動子からはリード線が２本出てい
て、１本は電気グランド（ＧＮＤ）であり、もう１本は
信号線である。本実施例の超音波プローブでは駆動モー
タ３に超音波振動子が２個取り付けられているので、４
本のリード線があるが、電気グランドは共通として取り
扱うことにより、３本のリード線として処理できる。超
音波振動子は１８０度離れているので、電気グランドの
線同士を容易に接続することはできないので電極４２を
介して接続している。したがって電極４２からは４本の
リード線が出ており、その内２本は同じ電極から約１８
０度離れて出ている。
【０１００】２個の超音波振動子の場合に電極は３個必



(11) 特開２００２－３４９７９

10

20

30

40

50

19
要であり、その３個の電極のうち、ウインドウケース側
に電気グランドの電極４２ｃを構成し、内部に向かうに
したがって超音波振動子の周波数が高くなるように構成
している。
【０１０１】超音波診断装置本体からＩ／Ｏ線を介して
送られた電気信号により超音波振動子は超音波を放射
し、被検体から反射される超音波を受波し電荷量の変化
を生じる。この超音波振動子の電化量の変化は電気信号
となりＩ／Ｏ線を介して超音波診断装置本体に伝達され
る。Ｉ／Ｏ線に流れる電気信号は３ｋＨｚ～８ｋＨｚの
範囲の周波数信号であるために不要輻射の主たるノイズ
源となりやすい。本実施例ではＩ／Ｏ線の一部を可撓性
基板４６で構成している。Ｉ／Ｏ線はシールド線などを
使用してシールドしているため、不要輻射対策の効果を
有するが、スリップリングの電極部はシールドをするこ
とができない。使用する周波数により電極の位置を検討
することで不要輻射を低減させている。すなわち、前記
３個の電極のうち、ウインドウケース側に電気グランド
の電極を構成し、内部に向かうにしたがって超音波振動
子の周波数が高くなるように構成している。
【０１０２】図６、図７はブラシホルダーにおけるブラ
シと可撓性基板の関係を説明するための図である。図
６、図７において、４４はブラシホルダー、４３はブラ
シ、４６は可撓性基板である。
【０１０３】ブラシホルダー４４はフェノール樹脂材な
どの電気絶縁材からなっていて、ベースハウジング４に
取り付けることができるようにネジ穴８４が加工がされ
ている。ブラシホルダー４４には可撓性基板４６を接着
して固定する位置に可撓性基板４６の厚み相当分の段差
を有する凹部５１を形成している。この凹部５１がある
ことでブラシ４３はブラシホルダーの面５２に密着して
固定することができる。ブラシホルダー４４にはブラシ
４３を貫通して取り付ける穴５３が設けられ、ブラシ４
３を穴５３に取り付けた後、穴５３部を接着剤にて固定
する。Ｉ／Ｏ線用の可撓性基板４６は３つの電極に相対
する位置にブラシがあり、そのブラシ４３を可撓性基板
４６に半田付けするために、ランド８５ａ、８５ｂ、８
５ｃが形成され、このランドはブラシに直角に直線状に
配列されていない。
【０１０４】図では８５ｂのランドを中心にして、ラン
ド８５ａ、８５ｂ、８５ｃとブラシの長手方向に場所を
変えて、モータ側に位置するランド８５ａは図７では左
側に構成され、外側に位置しウインドウケースに近いラ
ンド８５ｃは図７では右側に構成されている。たとえ
ば、ブラシ間のピッチは０．６８８ｍｍでブラシ線径
０．１５ｍｍの場合、ブラシに対して直角に直線状に配
置するためにはランド径０．３ｍｍ程度とする必要があ
り、半田付け作業が困難になってしまうからである。
【０１０５】また可撓性基板４６は両面スルホール基板
であり、ブラシホルダーから少し離れたところより電気
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グランドラインを一面にもってきて、信号ラインは逆側
に構成するようにしている。この電気グランドを一面に
構成することで電気シールドの効果が得られている。
【０１０６】モータ用可撓性基板４７やＭＲ素子の信号
ラインの可撓性基板３９、４５は電子回路基板２８に接
続されているが、Ｉ／Ｏ線の可撓性基板４６は３本の可
撓性基板４７、３９、４５と積み重ねられた状態で駆動
モータの外部に出る。そのためＩ／Ｏ線の可撓性基板４
６から発生する不要輻射がＭＲ素子の信号ライン（位置
情報信号ラインとする）に飛び込まないように可撓性基
板４６の電気グランド面を位置情報信号ラインの方に配
置している。
【０１０７】超音波伝播媒質（音響媒体液）中で回転駆
動される駆動モータの位置情報信号ラインは、エンコー
ダからの超音波振動子の走査位置を知るための信号ライ
ンであり、Ｉ／Ｏ線の可撓性基板４６からノイズが入る
と、位置情報が不安定となり、駆動モータ３の制御が不
安定になる。しかしＩ／Ｏ線の可撓性基板４６は電気シ
ールドされていることにより、ノイズの影響を受けるこ
とがなく位置情報が不安定となることはない。
【０１０８】また、揺動モータ５はブラシ付きモータで
発生するようなブラシノイズなどの影響がないようにブ
ラシレスモータを使用している。
【０１０９】したがって、超音波振動子と装置本体との
電気信号の送受信が正しく安定して行われ、ノイズの少
ない正確な超音波画像を得ることができる。
【０１１０】ベースハウジング４は金属粉末射出成形法
（Ｍｅｔａｌ  ＩｎｊｅｃｔｉｏｎＭｏｌｄｉｎｇ＝Ｍ
ＩＭ、以下ＭＩＭという）によって焼結金属から形成さ
れている。
【０１１１】ＭＩＭは、Ｒ．Ｅ．Ｗｉｅｃｈがウィテッ
ク・プロセスを開発し、１９７２年に実用化された技術
で、３次元的な複雑な形状の部品を精度良く生産できる
ことから、機械加工、ダイカスト、精密鋳造、粉末冶金
に次ぐ第五世代の金属加工法として注目を集めている工
法であって、寸法公差的には金属加工精度に匹敵し、一
般公差では１０ｍｍ以下で±０．０５ｍｍ、特別公差で
は±０．０３ｍｍ程度と、他の金属ダイキャストなどで
は得られない精度である。本実施例のベースハウジング
４（図３、図４の符号４）は３次元的な複雑な形状であ
るうえに、部分的にギア部を形成しているために寸法精
度とその安定性が重要であり、ＭＩＭで製作をした。
【０１１２】ＭＩＭで製作するために次のポイントで金
型形状、製品成形条件などを検討した（製作部品につい
ては後述の図８～図１１を参照のこと）。
【０１１３】（１）部品の厚みが均一な厚みになるよう
に、不要な部分を取り除いた。
【０１１４】（２）ギア部は平ギアからなり、抜きテー
パをゼロにするために金型離型時の抵抗を減らし、精度
的に許される寸法箇所には１度程度の抜きテーパを設け
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た。
【０１１５】（３）ベースハウジングは円弧形状が多い
ことより、焼結時に成型品を安定して置くために、２次
加工で削除可能形状の部位を構成する。
【０１１６】（４）ギア部は金型離型、脱脂、焼結など
の過程で、製品寸法は金型離型時寸法に対して縮小する
ために、縮小の影響がでにくいような金型品形状にす
る。
【０１１７】（５）ベースハウジングのレールの箇所に
変形などが発生しないようにした。
【０１１８】（６）２次加工で削除可能形状の部位を製
品形状に追加し、その追加箇所はギア部側に設けた。
【０１１９】（７）レール部は２次加工を前提とし、そ
のレールの箇所の２次加工と同時に削除可能形状の部位
が削除できる形状とした。
【０１２０】（８）２次加工箇所をできるだけ少なくす
ること。
【０１２１】以上のような観点で、製品形状と金型製品
形状を設計した。
【０１２２】また、ＭＩＭは、加熱溶融された熱可塑性
の物質を高圧・高速で金型内へ射出し冷却することで部
品を生産するプラスチック成型に類似したものであり、
金属の素材を微粒粉末（金属粉末）に粉砕し、その金属
粉末とバインダーとなる樹脂あるいはワックスなどの流
動性を付与させる有機系物質を混練し、得られた素材を
加熱して溶融し、造粒し、プラスチック成型と同様に射
出成型をする。その後、得られた成型体を熱分解方式な
どで脱脂した後、焼結を行うことで金属部品を生産する
方法である。
【０１２３】ベースハウジング４の材料には、非磁性体
で強度が必要であり、超音波伝播媒体に対して物性が安
定している必要があり、オーステナイト系のステンレス
鋼であるＳＵＳ３０３、ＳＵＳ３０４、ＳＵＳ３０４
Ｌ、ＳＵＳ３１６、ＳＵＳ３１６Ｌ等、非鉄系材料ＷＣ
－Ｃｏ、Ｗ－Ｃｕ－Ｎｉ、Ｗ－Ｆｅ－Ｎｉ、Ｔｉなどが
選定される。
【０１２４】その中の一例として粉末粒子径が５～１０
μｍの微細粉末であるＳＵＳ３１６Ｌのステンレス鋼粉
末を用いた。
【０１２５】一方、バインダーとしては、たとえば、ポ
リエチレン、ポリプロピレン等のオレフィン系樹脂、ア
クリル系樹脂、ポリスチレン等のスチレン系樹脂、ポリ
アミド、ポリイミド、ポリエステル、ポリエーテル、液
晶ポリマー、ポリフェニレンスルフィド等の各種熱可塑
性樹脂や、各種ワックス、パラフィン等のうちの１種ま
たは２種以上を混合して用いる。
【０１２６】ベースハウジング４のバインダーの一例と
してアクリル樹脂とポリスチレン等を配合し、一般に使
用する添加量６０ｖｏｌ％程度にして実験した結果、寸
法の低下が見られた。添加量を１０ｖｏｌ％程度にする
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と、成形流動性が乏しくなり、射出成型不良が発生し、
成型離型時のマイクロクラックなどの影響で脱脂後や真
空炉に成型体を設置する際に部品の欠落などが生じる。
したがって、ギア部の寸法精度を確保するため、成型体
を焼結するときの収縮など、成型体の安定性の観点から
添加量を設定し、１５～５０ｖｏｌ％程度にしている。
【０１２７】ベースハウジング４では、ギア部の歯面や
ＭＲ素子の取付部やブラシホルダー取付部など抜きテー
パのない部位が成型体にあるために、金属粉末とバイン
ダーの混練物には、可塑剤、潤滑剤などの添加物を微量
添加している。
【０１２８】前述した製品形状と金型製品形状を設計す
るためのポイントに基づいて配慮されたベースハウジン
グ４の金型製品（ＭＩＭブランク品）の斜視図を図８、
図９に示す。図８はギア３３側からの斜視図、図９はギ
ア３３の反対側からの斜視図である。図８、図９におい
て、ベースハウジング４のＭＩＭブランク品５５には駆
動モータ３を支承する軸受部が取り付けられる円筒部５
６、５７が形成された支柱部５８、５９があり、円筒部
５６はスリップリング８側の軸受を支承する円筒部の穴
であって、支柱部５８にはブラシホルダー４４をビスで
固定するためのブラシホルダー固定の取付穴６０が２個
設けられている。ブラシホルダー取付部面６１は、ブラ
シ４３とスリップリング８の電極４２との摺動の安定の
ため、ブラシホルダー４４が傾かないように取り付けで
きるように、テーパなしで金型を製作している。Ｉ／Ｏ
線の可撓性基板４６（図７）をベースハウジング５５
（図２のベースハウジング４と同じ意味の場合でも図
８、９での説明のため符号５５を使用する）の外部に取
り出すために、支柱部５８と揺動支持部６２の境目ちか
くに長方形類似した形状のＩ／Ｏ線用可撓性基板穴６３
が開いている。そのＩ／Ｏ線用可撓性基板穴６３の関係
で支柱部５８の接続強度が弱くなりやすいので、揺動支
持部６２と支柱部５８の接続部にはベースハウジング５
５の肉厚をブラシ４３に接触しない程度に、できるだけ
厚くなるように傾斜部６４を設けている。Ｉ／Ｏ線用可
撓性基板穴６３の両側に形成した傾斜部６４によって、
支柱部５８の耐衝撃強度を向上させている。
【０１２９】また支柱部５９の円筒部５７にはエンコー
ダ７側の軸受が取り付けられる。円筒部５７はエンコー
ダ７側の軸受を支承する穴であって、支柱部５９にはＡ
Ｂ相のＭＲ素子取付台をビスで固定するためのＭＲ素子
取付台の取付穴６５が２個設けられている。ＡＢ相のＭ
Ｒ素子取付台の取付部面もエンコーダマグネット（図４
の符号４０）とＡＢ相のＭＲ素子（図４の符号４１）と
のギャップを平行にし、調整可能なようにテーパなしで
金型を製作している。ＡＢ相のＭＲ素子に接続された可
撓性基板を外部に取り出すためにフック６６が支柱部５
９の両サイドにＭＩＭにより一体に形成されている。
【０１３０】ベースハウジング５５の揺動支持部６２の
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両側には揺動のためのレール部が形成されている。揺動
支持部６２にはＺ相のＭＲ素子の取付台を固定するため
の穴６７とＺ相ＭＲ素子の可撓性基板をベースハウジン
グから取り出すための穴６８が形成されている。
【０１３１】ベースハウジング４のレールはＭＩＭブラ
ンク品５５より２次加工で寸法精度を出すために加工代
を加えて成型されている。
【０１３２】ＭＩＭブランク品５５は成型体を焼成した
際の収縮率を小さくして寸法精度を上げ、焼結体の空孔
率の減少による部品寸法精度を向上させるために、ＭＩ
Ｍブランク品５５の厚みが均一になるように揺動支持部
６２などの内側の肉厚を調整している。
【０１３３】ギア３３の歯面は抜きテーパをゼロにする
ために、金型離型時のノックピンをギア３３の近傍に設
けている。
【０１３４】２次加工で削除可能形状の部位７２は、支
柱部５８の先端部に接続する部位６９と支柱部５９の先
端部に接続する部位７０とギア３３側のレールに接続す
る部位７１との３ヶ所の部位にて接続されている。さら
にギア３３部の離型性や２次加工での加工ツールの設定
の容易さなどから、２次加工で削除可能形状の部位７２
には空間７３、７４を設けている。
【０１３５】２次加工で削除可能形状の部位７２の面を
大きく構成しており、安定的に成形体を置くことができ
るので、脱脂工程や焼結工程での部品の作業効率が向上
すると同時に、成型体の仕上がり寸法が安定する。
【０１３６】図１０、図１１は製品形状の２次加工ＭＩ
Ｍ品の斜視図である。図１０はギア部からの斜視図であ
り、図１１はギアの反対側からの斜視図である。図１
０、図１１に示す２次加工ＭＩＭ品は、図８、図９のＭ
ＩＭブランク品に２次加工を施して、超音波診断装置に
使用されるベースハウジング４を示している。部品につ
いての符号は図８、図９と同じ箇所には同じ符号を使用
する。図１２には軸受カラーを示す。
【０１３７】図１０、図１１において、３３はギア、５
６、５７は軸受を支承するための円筒部、５８、５９は
支柱部、６０はブラシホルダー固定の取付穴、６２は揺
動支持部、６３はＩ／Ｏ線用可撓性基板穴、６４は傾斜
部、６５はＡＢ相のＭＲ素子取付台の取付穴、６６はフ
ック、６７はＺ相ＭＲ素子取付台を固定するための穴、
６８はＺ相の可撓性基板をベースハウジングから取り出
すための穴、８８は開口部である。
【０１３８】ＭＩＭで成型されたベースハウジング４
は、金属材料であることより、成型による寸法精度以上
が必要な箇所には機械加工を施して寸法精度を出してい
る。その機械加工について説明する。
【０１３９】ベースハウジング４の支柱部５８、５９
に、わずかの隙間で係合でき回転可能に軸受カラー７５
を取り付けるために、軸受カラーが挿入される円筒部５
６、５７にはわずかの加工代が設けられており、２次加
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工により内径が仕上げられる。
【０１４０】駆動モータ３の両端に取り付けた２つの軸
受カラー７５間の距離を寸法通りに組み立てし、駆動モ
ータ３をベースハウジング４に装着するために、軸受カ
ラー間の距離に合わせて、支柱部５８、５９の内側に２
次加工を施し傾斜面を取り除く。つまり支柱部５８、５
９の内側は、ベースハウジング４のＭＩＭブランク品５
５では１度程度の抜きテーパが付いており、駆動モータ
３を装着するには支柱部５８、５９の内側にテーパがあ
っては支障が生ずるため、支柱部５８、５９の内側に二
次加工を施す。その機械加工面をそれぞれ７６、７７と
する（７７の面は図１０、図１１の図では面として表現
できてないが、加工に伴う段差の稜線にて表現してい
る）。これにより、軸方向予圧が安定して軸受に作用す
るので、信頼性の高い駆動モータを装着できる。
【０１４１】機械加工による削除部の大きな箇所とし
て、図８、９において部位６９～７２であり、図１０、
１１のようなベースハウジングに仕上げるために二次加
工で削除する必要がある。その削除作業と同じチャック
にて、ベースハウジング４の揺動用レール８６、８７を
仕上げる。揺動用レール８６はベースハウジング４のギ
ア側のレールを示し、揺動用レール８７はベースハウジ
ング４の反ギア側のレールを示す。３次元的な異形状な
ベースハウジング４であるが、金型形状などを検討する
ことで、２次加工をほとんど施さなくてもＭＩＭの金型
成型にて所用の寸法精度が出せる。
【０１４２】図１２の軸受カラー７５はフランジ７８と
円筒部７９、８０とその円筒部８０側の２つの切欠き部
８１から構成されている。フランジ７８はベースハウジ
ング４の支柱部５８、５９の内側面に向かい合うように
配置され、駆動モータ３がベースハウジング４から抜け
落ちたり移動したりすることを防止している。そのフラ
ンジ７８の両側に円筒部７９、８０があり、円筒部７９
は駆動モータ３のボール軸受の内輪に接して組み込まれ
るため、内輪の外径に合わせた寸法になっている。円筒
部８０はベースハウジング４の支柱部５８、５９に設け
られた円筒部５６、５７に係合する。円筒部８０には駆
動モータ３を挿入するために、円筒部８０の外周の２ヶ
所に切欠き部８１が設けられている。
【０１４３】図１３はその軸受カラーをベースハウジン
グの支柱部に設けられた円筒部に係合するための説明図
である。軸受カラー７５は駆動モータ３の両側に２個配
置する。その軸受カラー７５はエンコーダ側の軸受カラ
ーを７５ａとし、スリップリング側の軸受カラーを７５
ｂとして区別する。軸受カラーの両方をさす時は７５の
符号をもって説明している。図１３はエンコーダ７側の
支柱部５９の円筒部５７での説明のため軸受カラーは７
５ａである（７５ｂの軸受カラーは図示されていな
い）。
【０１４４】図１３（ａ）は軸受カラー７５ａを円筒部
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５７に係合するための挿入方法の説明図である。
【０１４５】ベースハウジング４の支柱部５９に設けら
れた円形の円筒部５７には揺動支持部６２とは反対側に
平行の開口部８８が支柱部５９の外部まで設けられてお
り、外部と円筒部５７を繋いでいる部分である。支柱部
５９の開口部８８は平行な面で構成されその間隔（距離
ｈ１とする）は軸受カラー７５の２つの切欠き部の間隔
よりも大きくなっている。また、開口部８８の間隔ｈ１
は円筒部５７の直径よりも小さくなっている。
【０１４６】軸受カラー７５ａは、切欠き部８１が支柱
部５９の開口部８８に平行になるようにして支柱部５９
の外部から挿入する。実際には両側に軸受カラー７５ａ
を装着した駆動モータ３をベースハウジング４に挿入す
るので、軸受カラー７５ａ単品だけの挿入ではないが、
説明のために軸受カラー７５ａ単品でもって説明してい
る。２つの軸受カラー７５の間に駆動モータ３を有して
いるので、軸受カラー７５が支柱部５８、５９に挿入で
きれば駆動モータ３が挿入できることになる。すなわ
ち、ベースハウジング４に駆動モータ３の装着ができる
ことになる。
【０１４７】さらに、軸受カラー７５ａのフランジ部７
８がベースハウジング４における支柱部５９の内側面
（図１０では機械加工された面７７）を案内にしなが
ら、軸受カラー７５ａを開口部８８から円筒部５７へと
挿入していき、軸受カラー７５ａの円筒部８０の中心と
支柱部５９の円筒部５７の中心とが一致するまで挿入す
る。
【０１４８】さらに、その中心を一致させた状態で軸受
カラー７５ａを９０度回転させ、軸受カラー７５ａの切
欠き部８１の面を支柱部５９の開口部８８の面に略直角
にする。その状態で軸受カラー７５ａは抜け落ちること
がなく、駆動モータ３をベースハウジング４に組み込み
が完了したことになる。
【０１４９】また、図１３で説明した要領にて、２つの
軸受カラー７５をベースハウジング４の２つの支柱部５
８、５９に取り付ける。
【０１５０】図１４はシャーシ本体の斜視図を示す。シ
ャーシ本体２５にはベースハウジング４の揺動用レール
８６、８７を案内して揺動するレール溝８９が設けられ
ている。この案内のためのレール溝８９は揺動可能な範
囲をできるだけ広くして設計する。ベースハウジング４
に揺動トルクを伝達するギアシャフト２９の軸受を装着
するために穴９０がシャーシ本体２５の側面側に形成し
ている。
【０１５１】シャーシ本体２５の中央部はサイドシャー
シ２６との連結部ともなっていて、サイドシャーシ２６
との合わせ面９１は揺動性能に影響するので揺動軸に対
して傾斜をもたないように、レール溝８９と合わせ面９
１の加工を同一チャックの状態にて行っている。合わせ
面９１にはサイドシャーシ２６を取り付けるためのネジ
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穴９２があり、さらには、サイドシャーシ２６との位置
決めのために平行な案内溝９３が形成されている。
【０１５２】シャーシ本体２５には揺動側のトルクを伝
達するためベベルギアを装着するために貫通した案内穴
９４がある。
【０１５３】シャーシ本体２５は電子回路基板取り付け
用のネジ穴９９が形成されている。
【０１５４】シャーシ本体２５は真鍮ダイキャストで鋳
造され、鋳造品を金属加工して所用の寸法精度に仕上げ
ている。また摺動性能を要求する箇所があるために、テ
フロン（登録商標）入りの無電解ニッケルメッキ処理を
表面に施している。摺動抵抗を低減するためにテフロン
をコンポジットした電解液でテフロン入りの無電解ニッ
ケルメッキ処理を、シャーシ本体２５に施すこともあ
る。また、ホウ素を入れた無電解ニッケルメッキ処理を
シャーシ本体２５に施すこともある。
【０１５５】シャーシ本体２５のレール溝８９は超音波
伝播媒質の中に浸積されて使用され、電子回路基板２８
部は空気中であるために、シャーシ本体２５には機密性
を必要とし、シャーシ本体２５は密閉部材としての使用
目的もあるため時計などに使用される真鍮ダイキャスト
の工法を使用した。
【０１５６】軽量を目的とする場合は、シャーシ本体に
アルミダイキャストやマグネシウム合金を使用する。
【０１５７】図１５はサイドシャーシの斜視図を示す。
サイドシャーシ２６にはベースハウジング４の揺動用レ
ール８６、８７を案内して揺動するレール溝９５が設け
られている。この案内のレール溝９５は揺動可能な範囲
をできるだけ広く設計されていて、ベースハウジング４
の揺動用レール８６、８７の範囲よりも大きくしてい
る。レール溝９５の角度範囲の方をベースハウジング４
の揺動レール８６、８７の角度範囲よりも大きくするこ
とによって、揺動抵抗が安定するために揺動時の安定性
が増す。
【０１５８】シャーシ本体２５との合わせ面９６は揺動
性能に影響するので揺動軸に対して傾斜をもたないよう
に、レール溝９５と合わせ面９６を同一チャックの状態
で加工している。合わせ面９６にはシャーシ本体２５に
サイドシャーシ２６を取り付けるための穴９７があり、
さらには、シャーシ本体２５との位置決めのためにシャ
ーシ本体２５の平行な案内溝９３に係合する平行部のあ
る凸部９８が形成されている。
【０１５９】サイドシャーシ２６もシャーシ本体２５と
同様に真鍮ダイキャストで鋳造され、鋳造品を金属加工
して所用の寸法精度に仕上げている。また摺動性能を要
求する箇所があるために、テフロン入りの無電解ニッケ
ルメッキ処理を表面に施している。また、摺動抵抗を低
減するためにテフロンをコンポジットした電解液でテフ
ロン入りの無電解ニッケルメッキ処理を施すこともあ
り、ホウ素を入れた無電解ニッケルメッキ処理を施すこ
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ともある。
【０１６０】サイドシャーシ２６のレール溝９５は超音
波伝播媒質の中に浸積されて使用され、凸部９８側は空
気中になるようにして超音波プローブが構成されること
により、サイドシャーシ２６には気密性を必要とし、密
閉部材としての使用目的もあるため真鍮ダイキャストの
工法を使用した。
【０１６１】軽量を目的する場合には、サイドシャーシ
２６にアルミダイキャストやマグネシウム合金を使用す
ることもある。
【０１６２】ベースハウジングは各部位ごとに分けて構
成している。ベースハウジングを部位ごとに別部材で構
成することで、ベースハウジングの加工が容易となるう
えにモータ装置の組立が容易となる。
【０１６３】このように、本実施例における３次元走査
用超音波プローブは軽量、小形であり、プローブ先端部
に揺動部と駆動部の主な機構部が内蔵されており、超音
波振動子による広角な範囲の超音波断層画像が得られ
る。また、３次元走査用超音波プローブを体腔内に挿入
して使用する場合には、挿入部先端に超音波振動子を配
置することができるので、より挿入部を小形化すること
ができるという利点を有する。
【０１６４】本実施例の３次元走査用超音波プローブに
よる３次元的走査が可能であり、超音波振動子を固定し
た駆動モータの回転にともなって、駆動モータ側のエン
コーダから回転角度信号が超音波診断装置に伝送され、
２次元の超音波断層画像が得られる。さらに駆動モータ
を支承したベースハウジングを揺動するために、揺動モ
ータ側に取り付けたエンコーダから揺動モータの回転に
ともなって回転角度信号が超音波診断装置に伝送され、
所定の角度毎に超音波振動子の電子走査を行うことによ
り、複数枚の超音波断層画像を得ることができる。この
得られた複数枚の超音波断層画像により３次元超音波断
層画像を得ることができる。
【０１６５】
【発明の効果】上記実施例の記載から明らかなように、
請求項１記載の発明によれば、駆動モータと超音波振動
子の位置関係において、駆動モータの内部軸の範囲内に
超音波振動子を構成する機構となっているのでコンパク
トに３次元機構化することができる。ハンドル軸とシャ
ーシ軸とは同一方向を向いており、駆動モータ軸はハン
ドル軸とは垂直な関係となっていることにより、超音波
振動子のビーム軌跡面はハンドル軸に対して平行な走査
面となる超音波断層画像を得ることができる。また、揺
動軸が駆動軸に対して直交しているうえにビーム軌跡面
に対して揺動面は直交していて、ベースハウジングを揺
動することでビーム軌跡面を揺動軸を中心にして軌跡さ
せることができる。
【０１６６】さらに駆動モータの駆動軸を軸受カラーを
介して支承するベースハウジングが前記軌道平面ａに対
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して駆動軸を通って垂直な平面上を、前記ベースハウジ
ングが揺動することができるために、プローブの先端部
に駆動軸と揺動軸とを備えたモータ装置を構成すること
ができる。
【０１６７】さらに、ベースハウジングの支柱部には軸
を支承するための円筒部と開口部とがあり、その上に軸
受カラーには平行な２平面でカットされた切欠き面のあ
る円筒部が形成されていて、駆動モータを装着する際に
はその開口部から軸受カラーの切欠き部を挿入し、支柱
部の円筒部まで挿入し、その後軸受カラーの円筒部を回
転させて軸受カラーが支柱部から抜けないように取り付
けが可能になるので、駆動モータを完成させた状態にし
ておいてベースハウジングの装着をすることができると
いう有利な効果が得られる。
【０１６８】また、請求項２記載の発明によれば、駆動
モータがベースハウジングの支柱部に安定して支承でき
るので、ベースハウジングが揺動してもその揺動の振動
などでロータ位置がガタつかない。そのために超音波振
動子の位置が安定し、ビームの軌跡にブレがなくなり、
送受信が安定することにより画像が鮮明になるというこ
とが得られるものである。
【０１６９】また、請求項３記載の発明によれば、駆動
モータがベースハウジングの支柱部に安定して支承でき
るので、ベースハウジングが揺動してもその揺動の振動
などによりロータ位置がガタつかない。そのために超音
波振動子の位置が安定し、ビームの軌跡のブレがなくな
り、送受信が安定するために画像が鮮明になる。さらに
駆動モータがベースハウジングにより両持ち支持される
ので、駆動モータの支持剛性が充分に確保できる。
【０１７０】ベースハウジングの中央部幅よりもベース
ハウジングの支柱部の幅の方が小さいので、揺動する角
度を大きくできることが得られるものである。
【０１７１】さらに、請求項４記載の発明によれば、駆
動モータの駆動軸と軸受カラーとベースハウジングの支
柱部とを固定することで、ベースハウジングの支柱部同
士を駆動軸で固定したことになり固定部で閉空間ができ
るので、ベースハウジングの剛性が増す。そのために駆
動モータの支承強度が充分に確保できるという効果を奏
するものである。
【０１７２】また、請求項５記載の発明によれば、駆動
モータを装着するためには、ベースハウジングの開口部
から軸受カラーの切欠き部を合わせて挿入する。その際
に軸受カラーのフランジ部は支柱部の内側を案内として
開口部の平行部に沿って移動する。その移動が軸受カラ
ーにフランジ部を有することでスムーズである。
【０１７３】さらに、支柱部の円筒部まで軸受カラーを
挿入し、その後軸受カラーの円筒部を回転させる場合も
軸受カラーのフランジ部と支柱部の内側面が当接してい
ることにより、その引っかかりによって駆動軸方向の移
動が規制され、軸受カラーの回転作業がスムーズにする
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ことが得られるものである。
【０１７４】請求項６記載の発明によれば、駆動モータ
と超音波振動子の位置関係において、駆動モータの内部
軸の範囲内に超音波振動子が構成する機構となっている
のでコンパクトに３次元機構化することができる。ハン
ドル軸とシャーシ軸は同一方向を向いており、さらに駆
動モータ軸はハンドル軸に対して垂直な関係になってお
り、超音波振動子のビーム軌跡面はハンドル軸に対して
平行な面である走査面となる超音波断層画像を得ること
ができる。
【０１７５】また、揺動軸が駆動軸に対して直交してい
るうえにビーム軌跡面に対しても揺動面は直交してい
て、ベースハウジングを揺動することでビーム軌跡面を
揺動軸を中心にして軌跡させることができる。
【０１７６】さらに駆動モータの駆動軸を軸受カラーを
介して支承するベースハウジングが、前記軌道平面ａに
対して駆動軸を通って垂直な平面上を揺動することがで
きるために、プローブの先端部に駆動軸と揺動軸とを備
えたモータ装置を構成することができる。
【０１７７】さらに、ベースハウジングの支柱部には駆
動モータの駆動軸を軸受を介して支承するための円筒部
と開口部とがあり、その上に軸受カラーには平行な２平
面でカットされた切欠き面のある円筒部が形成されてい
て、駆動モータを装着する際にはその開口部から軸受カ
ラーの切欠き部を支柱部の円筒部まで挿入し、その後軸
受カラーの円筒部を回転させて軸受カラーが支柱部から
抜けないように取り付けすることが可能であり、駆動モ
ータを完成させた状態にしておいてベースハウジングに
装着することができる。
【０１７８】さらに、駆動モータが搭載されたベースハ
ウジングには揺動のためのレールがあり、そのレールを
案内するレール溝を有するシャーシで受けているため
に、ベースハウジングの揺動部の強度を充分に確保でき
るという効果が得られるものである。
【０１７９】請求項７記載の発明によれば、ベースハウ
ジングを部位ごとに別部材で構成することで、ベースハ
ウジングの加工が容易となるうえにモータ装置の組立が
容易となることが得られるものである。
【０１８０】請求項８記載の発明によれば、ベースハウ
ジングをＭＩＭにすることで、ベースハウジングにおけ
る駆動モータの支持構造が簡単になるうえに、揺動させ
る機構をコンパクトに構成することができる。ベースハ
ウジングは体腔内に挿入する駆動機構部であるために、
小さな部品にて構成され、機構的には複雑であるがＭＩ
Ｍにすることで容易に製作可能となる。
【０１８１】したがって、旋削加工などでは不可能な形
状であってもＭＩＭでは可能となり、ベースハウジング
の支柱部の円筒部と開口部は金型で成型することができ
る。さらにＭＩＭ部品は金属でできているので機械加工
が可能である。ベースハウジングの支柱部の円筒部は軸*
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*受カラーと嵌合するので、寸法精度が必要なため機械加
工を施すことにより、円筒部同士でのクリアランスを押
さえることができる。
【０１８２】機構的には複雑なうえに、体腔内に挿入す
る駆動機構部であるために、小さな部品となり、一般的
な旋削加工などでは不可能な形状となるために、回転ベ
ースをＭＩＭで製作し、強度などが充分な安定した形状
の回転ベースを容易に製作することができるという効果
を奏するものである。
【０１８３】請求項９記載の発明によれば、駆動モータ
はロータが回転し巻線部が固定されているアウターロー
タタイプのモータであり、そのモータ巻線を外部に接続
することができるという有利な効果が得られる。
【０１８４】また、請求項１０記載の発明によれば、駆
動モータと超音波振動子の位置関係で、駆動モータの内
部軸の範囲内に超音波振動子が構成する機構となってい
るのでコンパクトに３次元機構化することができる。ハ
ンドル軸とシャーシ軸とは同一方向を向いているので、
駆動モータ軸はハンドル軸に対して垂直な関係であり、
超音波振動子のビーム軌跡面はハンドル軸に対して平行
な面である走査面となる超音波断層画像を得ることがで
きる。また、揺動軸が駆動軸に対して直交しているうえ
にビーム軌跡面に対しても揺動面は直交していて、ベー
スハウジングを揺動することでビーム軌跡面を揺動軸を
中心にして軌跡させることができる。そのために複数の
ビーム軌跡面の超音波断層画像を得ることができ、それ
ら断層画像を３次元画像合成して表示することにより、
診断の便宜性を向上させることができるという効果が得
られるものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例によるメカニカルセクタ走査型
超音波プローブを使用した超音波診断装置の全体を示す
概略ブロック図
【図２】本発明の実施例による超音波プローブの外観斜
視図
【図３】本発明の実施例による超音波振動子駆動モータ
装置の駆動モータ側の構造図
【図４】本発明の実施例による超音波振動子駆動モータ
装置の駆動モータ側の構造図
【図５】本発明の実施例によるスリップリングの説明を
するための図
【図６】本発明の実施例によるブラシホルダーにおける
ブラシと可撓性基板の関係を説明するための図
【図７】本発明の実施例によるブラシホルダーにおける
ブラシと可撓性基板の関係を説明するための図
【図８】本発明の実施例によるベースハウジングのＭＩ
Ｍブランク品のギア側からの斜視図
【図９】本発明の実施例によるベースハウジングのＭＩ
Ｍブランク品におけるギアの反対側からの斜視図
【図１０】本発明の実施例によるベースハウジングの２
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次加工のＭＩＭ品におけるギア側からの斜視図
【図１１】本発明の実施例によるベースハウジングの２
次加工ＭＩＭ品におけるギアの反対側からの斜視図
【図１２】本発明の実施例による軸受カラーの斜視図
【図１３】本発明の実施例による軸受カラーをベースハ
ウジングの支柱部に設けられた円筒部に係合するための
説明図
【図１４】本発明の実施例によるシャーシ本体の斜視図
【図１５】本発明の実施例によるサイドシャーシの斜視
図
【符号の説明】
１、２  超音波振動子
３    駆動モータ
４    ベースハウジング
５    揺動モータ
６    ハンドルシャフト
７、１０  エンコーダ
８    スリップリング
９    ウインドウケース
１１  駆動モータ駆動回路
１２  揺動モータ駆動回路
１３  パルス発生器
１４  振動子駆動回路
１５  増幅器
１６  対数増幅器
１７  検波回路
１８  Ａ／Ｄ変換器
１９  画像メモリ
２０  ３Ｄ画像ＤＳＰ
２１  テレビモニタ
２２  ハンドル部
２３  先端部
２４  ケーブル
２５  シャーシ本体
２６  サイドシャーシ
２７  ビス
２８  電子回路基板
２９  ギアシャフト
３０、３２  ベベルギア
３１  平ギア
３３  ベースハウジングに設けられたギア
３４  駆動モータのシャフト
３５  ロータフレーム
３６  音響レンズ
３７  ピン
３８  カット面
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３９、４５、４６、４７  可撓性基板
４０  エンコーダマグネット
４１  ＭＲ素子
４２、４２ａ、４２ｂ、４２ｃ  電極
４３  ブラシ
４４  ブラシホルダー
４８、４８ａ、４８ｂ、４８ｃ  絶縁シート
４９  突起部
５０  段差部
５１  凹部
５２  ブラシホルダーの面
５３、８３、９０、９７  穴
５５  ＭＩＭブランク品
５６、５７、７９、８０  円筒部
５８、５９  支柱部
６０  ブラシホルダー固定の取付穴
６１  ブラシホルダー取付部面
６２  揺動支持部
６３  Ｉ／Ｏ線用可撓性基板穴
６４  傾斜部
６５  ＭＲ素子取付台の取付穴
６６  フック
６７  Ｚ相ＭＲ素子取付台を固定するための穴
６８  ベースハウジングから取り出すための穴
６９  先端部に接続する部位
７０  支柱部５９の先端部に接続する部位
７１  ギア側レールに接続する部位
７２  ２次加工で削除可能形状の部位
７３、７４  空間
７５  軸受カラー
７５ａ  エンコーダ側の軸受カラー
７５ｂ  スリップリング側の軸受カラー
７６、７７  機械加工面
７８  フランジ
８１  切欠き部
８２  モータ線
８４、９２、９９  ネジ穴
８５ａ、８５ｂ、８５ｃ  ランド
８６、８７  揺動用レール
８８  開口部
８９、９５  レール溝
９１、９６  合わせ面
９３  案内溝
９４  案内穴
９８  凸部
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